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(57)【要約】
【課題】内視鏡のための照明装置に用いられる照明のム
ラの発生を低減する光ファイババンドルを提供する。
【解決手段】内視鏡のための照明装置１０は、略平面に
形成された方形の発光面５２を有するＬＥＤ光源５０と
、このＬＥＤ光源５０から発せられる光を内視鏡に備え
られる挿入部の先端部に導く光ファイババンドル３０を
備えている。光ファイババンドル３０は、多数の光ファ
イバ３２を束ねて構成されている。光ファイババンドル
３０は、ＬＥＤ光源５０の発光面５２に対向して配置さ
れる入射側端面４２における多数の光ファイバ３２の配
列の輪郭が角丸方形に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の光ファイバを束ねて構成された光ファイババンドルにおいて、一方の端面におけ
る前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸方形に形成されていることを特徴とする光フ
ァイババンドル。
【請求項２】
　前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸正方形に形成されていることを特徴とする、
請求項１に記載の光ファイババンドル。
【請求項３】
　前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸長方形に形成されていることを特徴とする、
請求項１に記載の光ファイババンドル。
【請求項４】
　前記角丸方形の辺のうち最も短い辺の長さをａとしたとき、前記角丸方形の角部の半径
がａ／３０ないしａ／６の範囲に設定されていることを特徴とする、請求項１に記載の光
ファイババンドル。
【請求項５】
　略平面に形成された方形の発光面を有するＬＥＤ光源と、このＬＥＤ光源から発せられ
る光を内視鏡に備えられる挿入部の先端部に導く光ファイババンドルを備えた内視鏡の照
明装置において、
　前記光ファイババンドルは、多数の光ファイバを束ねて構成されており、前記光ファイ
ババンドルは、一方の端面が、前記ＬＥＤ光源の前記発光面に対向して配置され、前記光
ファイババンドルの前記端面における前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸方形に形
成されていることを特徴とする内視鏡のための照明装置。
【請求項６】
　前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸正方形に形成されていることを特徴とする、
請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸長方形に形成されていることを特徴とする、
請求項５に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記角丸方形の辺のうち最も短い辺の長さをａとしたとき、前記角丸方形の角部の半径
がａ／３０ないしａ／６の範囲に設定されていることを特徴とする、請求項５に記載の照
明装置。
【請求項９】
　前記光ファイババンドルの前記端面における前記多数の光ファイバの配列の輪郭の面積
は、前記ＬＥＤ光源の前記発光面の面積から、発光輝度が低い前記発光面の角部の面積を
減算した値にほぼ等しいことを特徴とする、請求項５に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光ファイババンドルの前記端面は、前記ＬＥＤ光源の前記発光面に接触して配置さ
れていることを特徴とする、請求項９に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイババンドルを用いた内視鏡のための照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡のための照明装置として、光ファイババンドルを用いたものが知られている。こ
のような照明装置において、ＬＥＤ光源を用いて十分な光量を得るにためは、ＬＥＤ光源
の発光面に対して光ファイババンドルの端面が対向して配置されていること、また、光フ
ァイババンドルの多数の光ファイバの配列の輪郭がＬＥＤ光源の発光面の輪郭と同じ形状
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と大きさを有していることが望ましいとされている。
【０００３】
　この目的に沿った光ファイババンドルの一例は、たとえば特開２００１－３４３５３６
号公報に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３４３５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡のための照明においては、十分な光量に加えて、内視鏡の観察性能を低下させる
要因の一つである照明ムラがないことが要求される。
【０００６】
　しかし、上記のように構成された光ファイババンドルを用いた内視鏡のための照明装置
においては、十分な光量が得られるものの、その照明にはムラが発生しており、さらなる
改善が望まれている。
【０００７】
　本発明の目的は、内視鏡のための照明の改善に向けられており、内視鏡のための照明装
置に用いられる照明のムラの発生を低減する光ファイババンドルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、多数の光ファイバを束ねて構成されている光ファイババンドルであり、一方
の端面における多数の光ファイバの配列の輪郭が角丸方形に形成されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、内視鏡のための照明装置に用いられる照明のムラの発生を低減する光
ファイババンドルが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、内視鏡のための照明装置の一実施形態を示している。
【図２】図２は、図１の光バンドルファイバの入射側端面における多数の光ファイバの配
列パターンの一例（正方格子配列パターン）を示している。
【図３】図３は、図１の光バンドルファイバの入射側端面における多数の光ファイバの配
列パターンの別の例（六方格子配列パターン）を示している。
【図４】図４は、図１の光バンドルファイバの入射側端面における多数の光ファイバの配
列パターンのまた別の例（ハニカム構造配列パターン）を示している。
【図５】図５は、ＬＥＤ光源の発光面における輝度分布を概略的に示している。
【図６】図６は、従来の考えに則った光ファイババンドルの図２に示された正方格子配列
パターンの光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲まれたＬＥ
Ｄ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【図７】図７は、従来の考えに則った光ファイババンドルの図３に示された六方格子配列
パターンの光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲まれたＬＥ
Ｄ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【図８】図８は、従来の考えに則った光ファイババンドルの図４に示されたハニカム構造
配列パターンの光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲まれた
ＬＥＤ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【図９】図９は、一実施形態による光ファイババンドルの入射側端部を模式的に示してい
る。
【図１０】図１０は、別の実施形態による光ファイババンドルの入射側端部を模式的に示
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している。
【図１１】図１１は、図９に示された光ファイババンドルの入射側端面を拡大して示して
いる。
【図１２】図１２は、本実施形態による光ファイババンドルの図２に示された正方格子配
列パターンの多数の光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲ま
れたＬＥＤ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【図１３】図１３は、本実施形態による光ファイババンドルの図３に示された六方格子配
列パターンの多数の光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲ま
れたＬＥＤ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【図１４】図１４は、本実施形態による光ファイババンドルの図４に示されたハニカム構
造配列パターンの多数の光ファイバの配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で
囲まれたＬＥＤ光源の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
　図１は、内視鏡（図示せず）のための照明装置１０の一実施形態を示している。この内
視鏡の照明装置１０は、図１に示されるように、略平面に形成された方形の発光面５２を
有するＬＥＤ光源５０と、このＬＥＤ光源５０から発せられる光を内視鏡に備えられる挿
入部の先端部に導く光ファイババンドル３０を備えている。
【００１３】
　光ファイババンドル３０は、多数の光ファイバ３２を束ねて構成されており、多数の光
ファイバ３２は保護チューブ３４の内部に収容されている。光ファイババンドル３０の一
方の端部は、ＬＥＤ光源５０の近くに配置され、他方の端部は、内視鏡に備えられる挿入
部の先端部に配置される。以下では、ＬＥＤ光源５０の近くに配置される光ファイババン
ドル３０の端部を入射側端部と呼び、内視鏡に備えられる挿入部の先端部に配置される光
ファイババンドル３０の端部を射出側端部と呼ぶことにする。また、光ファイババンドル
３０の入射側端部の端面を入射側端面と呼び、光ファイババンドル３０の射出側端部の端
面を射出側端面と呼ぶことにする。
【００１４】
　光ファイババンドル３０の入射側端部には、多数の光ファイバ３２を取り巻いているス
リーブ３６が設けられている。このスリーブ３６は、光ファイババンドル３０の入射側端
面４２における多数の光ファイバ３２の配列のパターンと輪郭を定めている。また、光フ
ァイババンドル３０の射出側端部には、多数の光ファイバ３２を取り巻いているスリーブ
３８が設けられている。このスリーブ３８は、光ファイババンドル３０の射出側端面４４
における多数の光ファイバ３２の配列のパターンと輪郭を定めている。スリーブ３６，３
８は、保護チューブ３４の内部に配置されていない。
【００１５】
　光ファイババンドル３０の入射側端面４２は、ＬＥＤ光源５０の発光面５２に対向して
配置される。一例では、光ファイババンドル３０の入射側端面４２は、ＬＥＤ光源５０の
発光面５２からわずかな隙間をおいて、発光面５２に平行に配置されていてよい。別の例
では、光ファイババンドル３０の入射側端面４２は、ＬＥＤ光源５０の発光面５２に接触
して配置されていてもよい。
【００１６】
　多数の光ファイバ３２は、一例では、図２に示されるように、すべての光ファイバ３２
の端面が正方格子状に配列されていてよい。以下では、このような配列パターンを、便宜
上、正方格子配列パターンと呼ぶことにする。
【００１７】
　多数の光ファイバ３２は、別の例では、図３に示されるように、すべての光ファイバ３
２の端面が、平面上において最も密になるように、すなわち六方格子状に配列されていて
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よい。以下では、このような配列パターンを、便宜上、六方格子配列パターンと呼ぶこと
にする。
【００１８】
　多数の光ファイバ３２は、また別の例では、図４に示されるように、ハニカム構造状に
配列されていてよい。以下では、このような配列パターンを、便宜上、ハニカム構造配列
パターンと呼ぶことにする。このようなハニカム構造配列の光ファイババンドル３０は、
たとえば、六方格子配列に配列された多数の光ファイバ３２を加熱して溶融させることに
よって作製され得る。
【００１９】
　図１に示された内視鏡の照明装置１０において、ＬＥＤ光源５０から発せられた光は、
光ファイババンドル３０の入射側端面４２を通って、多数の光ファイバ３２に進入する。
多数の光ファイバ３２に進入した光は、光ファイバ３２によって内視鏡に備えられる挿入
部の先端部にまで導かれ、光ファイババンドル３０の射出側端面４４から射出され、内視
鏡に備えられる挿入部の先端部の周辺たとえば挿入部の先端部の前方を照明する。
【００２０】
　本発明者らは、このような内視鏡の照明装置１０に一般に使用されるＬＥＤ光源５０に
おいて、その発光面５２の輝度分布にムラがあることに気づいた。図５は、ＬＥＤ光源５
０の発光面５２における輝度分布を概略的に示している。ＬＥＤ光源５０の発光面５２は
、図５に示されるように、発光輝度に従って、中央領域Ａ１と周囲領域Ａ２と角部領域Ａ

３の三つの領域に分けて考えられてよい。中央領域Ａ１と周囲領域Ａ２と角部領域Ａ３の
各領域内は、ほぼ均一な輝度であると見なされてよい。図５において、Ｌ１は、中央領域
Ａ１の輪郭の境界線を示しており、Ｌ２は、周囲領域Ａ２の輪郭の境界線を示しており、
Ｌ５２は、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の輪郭の境界線を示している。
【００２１】
　中央領域Ａ１は、発光面５２の中央に位置している領域であり、発光面５２の形状に相
似な形状をしている。角部領域Ａ３は、発光面５２の四隅に位置している領域であり、各
角部領域Ａ３は、正方形から、その一辺の長さに等しい半径の９０度の扇形を切り取った
形状をしている。周囲領域Ａ２は、中央領域Ａ１の周囲に位置している領域であり、発光
面５２から、中央領域Ａ１と四つの角部領域Ａ３を切り取った形状をしている。
【００２２】
　ＬＥＤ光源５０の発光面５２の中央領域Ａ１は最も高い輝度を示す。中央領域Ａ１の輝
度を相対評価の基準として１００％とする。また無発光時の輝度を０％とする。これに対
して、中央領域Ａ１の外側に位置する発光面５２の周囲領域Ａ２では、その輝度は８０％
程度である。これに対して、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の四隅に位置する角部領域Ａ３

では、その輝度はせいぜい２０％程度である。
【００２３】
　中央領域Ａ１と周囲領域Ａ２と角部領域Ａ３の面積比は、たとえば、中央領域Ａ１は、
発光面５２の面積の６０％程度、周囲領域Ａ２は、発光面５２の面積の３８％程度、角部
領域Ａ３は、発光面５２の面積の２％程度であってよい。
【００２４】
　図５において、中央領域Ａ１から発せられる光は、照明光として最も適切であり、また
周囲領域Ａ２から発せられる光は、中央領域Ａ１から発せられる光と比べて輝度がそれほ
ど劣らないので、照明光として良好に使用されてよい。以下では、必要に応じて、中央領
域Ａ１と周囲領域Ａ２を合わせて有効発光領域Ａ１２と呼ぶことにする。これに対して、
角部領域Ａ３から発せられる光は、有効発光領域Ａ１２から発せられる光に比べると輝度
が著しく低いため、照明光として使用するにはふさわしくない。その理由は、次の通りで
ある。
【００２５】
　光ファイババンドル３０において、多数の光ファイバ３２は、保護チューブ３４に収容
された後、入射側端面４２と射出側端面４４とにおいてスリーブ３６，３８に固定される
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。保護チューブ３４に収容された多数の光ファイバ３２は、保護チューブ３４内において
捩じれたりずれたりする。このため、多数の光ファイバ３２がスリーブ３６，３８に固定
される際、入射側端面４２における多数の光ファイバ３２のそれぞれの位置は、射出側端
面４４における多数の光ファイバ３２のそれぞれの位置とは一般に相違する。つまり、入
射側端面４２における多数の光ファイバ３２の配列パターンは、光ファイババンドル３０
の全長にわたって保持されているわけではない。このため、角部領域Ａ３に対向している
光ファイバ３２が射出側端面４４の様々な部分に分布している場合、光ファイババンドル
３０の射出側端面４４においては、明るい発光点の集まりの中に暗い発光点がまばらに存
在するといった輝度分布が生じる。このような輝度分布は、照明にムラを生じさせる原因
になる。
【００２６】
　図５は、正方形の発光面をもつＬＥＤ光源の例を示しているが、長方形の発光面をもつ
ＬＥＤ光源では、発光面の形状が長方形に変わるほか、やはり同様に、四隅の角部領域だ
けにおいて輝度が著しく低下することが確認された。
【００２７】
　また図５は、単一のＬＥＤ光源の輝度分布を示しているが、複数のＬＥＤ光源がマトリ
ックス状に配置された構成においても、複数のＬＥＤ光源によって構成された複合の発光
領域の全体において、単一のＬＥＤ光源の単一の発光領域と同様に、四隅の角部領域だけ
において輝度が著しく低下することが確認された。
【００２８】
　図１に示される照明装置１０において、これまで、光ファイババンドル３０の入射側端
面４２における多数の光ファイバ３２の配列の輪郭の形状と大きさは、ＬＥＤ光源５０の
発光面５２の形状と大きさと一致しているのがよいと考えられていた。図６と図７と図８
は、この考えに則った光ファイババンドル３０の多数の光ファイバ３２の配列に重ねて、
図５に示された一点鎖線の正方形で囲まれたＬＥＤ光源５０の発光面の左上隅の部分を拡
大して示している。図６は、図２に示された正方格子配列パターンの多数の光ファイバ３
２の配列を示しており、図７は、図３に示された六方格子配列パターンの多数の光ファイ
バ３２の配列を示しており、図８は、図４に示されたハニカム構造配列パターンの多数の
光ファイバ３２の配列を示している。
【００２９】
　図６と図７と図８から、それらの図に示されたいずれの例においても、光ファイババン
ドル３０は、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の輪郭の境界線Ｌ５２と周囲領域Ａ２の輪郭の
境界線Ｌ２とで囲まれる領域（すなわち角部領域Ａ３）に対向する多くの光ファイバ３２
を含んでいることが理解される。このような光ファイババンドル３０は、前述した理由か
ら、光ファイババンドル３０の射出側端面４４から射出される光による照明にムラを生じ
させてしまう。
【００３０】
　図９と図１０は、本実施形態の照明装置１０における光ファイババンドル３０の入射側
端部を模式的に示している。本実施形態における照明装置１０では、光ファイババンドル
３０は、図９と図１０に示されるように、入射側端面４２における多数の光ファイバ３２
の配列の輪郭が角丸方形に形成されている。たとえば、ＬＥＤ光源５０が正方形の発光面
５２を有している構成に対しては、光ファイババンドル３０は、図９に示されるように、
入射側端面４２における多数の光ファイバ３２の配列の輪郭が角丸正方形に形成されてい
る。また、ＬＥＤ光源５０が長方形の発光面５２を有している構成に対しては、光ファイ
ババンドル３０は、図１０に示されるように、入射側端面４２における多数の光ファイバ
３２の配列の輪郭が角丸長方形に形成されている。
【００３１】
　図１１は、図９に示された光ファイババンドル３０の入射側端面を拡大して示している
。また、図１２と図１３と図１４は、本実施形態による光ファイババンドル３０の多数の
光ファイバ３２の配列に重ねて、図５に示された一点鎖線の正方形で囲まれたＬＥＤ光源
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５０の発光面の左上隅の部分を拡大して示している。図１２は、図２に示された正方格子
配列パターンの多数の光ファイバ３２の配列を示しており、図１３は、図３に示された六
方格子配列パターンの多数の光ファイバ３２の配列を示しており、図１４は、図４に示さ
れたハニカム構造配列パターンの多数の光ファイバ３２の配列を示している。
【００３２】
　図１２と図１３と図１４のいずれにおいても、本実施形態による光ファイババンドル３
０の多数の光ファイバ３２の配列は、周囲領域Ａ２の輪郭の境界線Ｌ２の内側に位置して
おり、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の輪郭の境界線Ｌ５２と周囲領域Ａ２の輪郭の境界線
Ｌ２とで囲まれる角部領域Ａ３に重なっていない。つまり、本実施形態による光ファイバ
バンドル３０の多数の光ファイバ３２はすべて、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の有効発光
領域Ａ１２に対向している。言い換えれば、本実施形態による光ファイババンドル３０は
、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の角部領域Ａ３に対向する光ファイバをまったく含んでい
ない。
【００３３】
　また別の観点からとらえるならば、光ファイババンドル３０の入射側端面４２における
多数の光ファイバ３２の配列の形状と大きさは、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の有効発光
領域Ａ１２の形状と大きさと同じであると言える。したがって、光ファイババンドル３０
の入射側端面４２における多数の光ファイバ３２の配列の輪郭の面積は、ＬＥＤ光源５０
の発光面５２の面積から角部領域Ａ３の面積を減算した値にほぼ等しい。
【００３４】
　このため、光ファイババンドル３０の射出側端面４４から射出される光による照明に、
前述した理由に起因するムラは生じない。
【００３５】
　以下に、いくつかの条件において、ＬＥＤ光源５０の発光面５２から発せられた光を光
ファイババンドル３０によって内視鏡に備えられる挿入部の先端部にまで導光する実験を
おこなった結果を示す。実験には、六方格子配列パターンの光ファイバ３２を有する光フ
ァイババンドル３０を用い、光ファイバ３２の輪郭の角部の半径の違いに対する結果の違
いを評価した。実験結果の評価は、明るさの良否と照明ムラの良否でおこなった。
【００３６】
　下記の表１は、３ｍｍ×３ｍｍの大きさの発光面５２をもつＬＥＤ光源５０に対して、
光ファイババンドル３０の光ファイバ３２の配列の輪郭は、一辺ａ＝３ｍｍの角丸正方形
であり、角部のＲ０．０５（半径０．０５ｍｍ）、角部のＲ０．１（半径０．１ｍｍ）、
角部のＲ０．５（半径０．５ｍｍ）、角部のＲ０．８（半径０．８ｍｍ）のそれぞれにつ
いての結果を示している。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　表１から次のことが言える。Ｒ０．０５ないしＲ０．５の範囲では明るさは良好である
が、Ｒ０．８では明るさが不足する。一方、Ｒ０．１ないしＲ０．８の範囲では照明にム
ラは生じないが、Ｒ０．０５では照明にムラが生じる。
【００３９】
　下記の表２は、５ｍｍ×５ｍｍの大きさの発光面５２をもつＬＥＤ光源５０に対して、
光ファイババンドル３０の光ファイバ３２の配列の輪郭は、一辺ａ＝５ｍｍの角丸正方形
であり、角部のＲ０．１（半径０．１ｍｍ）、角部のＲ０．２（半径０．２ｍｍ）、角部
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のＲ０．８（半径０．８ｍｍ）、角部のＲ１（半径１ｍｍ）のそれぞれについての結果を
示している。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　表２から次のことが言える。Ｒ０．１ないしＲ０．８の範囲では明るさは良好であるが
、Ｒ１では明るさが不足する。一方、Ｒ０．２ないしＲ１の範囲では照明にムラは生じな
いが、Ｒ０．１では照明にムラが生じる。
【００４２】
　下記の表３は、３ｍｍ×５ｍｍの大きさの発光面５２をもつＬＥＤ光源５０に対して、
光ファイババンドル３０の光ファイバ３２の配列の輪郭は、短辺ａ＝３ｍｍ、長辺ｂ＝５
ｍｍの角丸長方形であり、角部のＲ０．０５（半径０．０５ｍｍ）、角部のＲ０．１（半
径０．１ｍｍ）、角部のＲ０．５（半径０．５ｍｍ）、角部のＲ０．８（半径０．８ｍｍ
）、角部のＲ１（半径１ｍｍ）のそれぞれについての結果を示している。
【００４３】

【表３】

【００４４】
　表３から次のことが言える。Ｒ０．０５ないしＲ０．５の範囲では明るさは良好である
が、Ｒ０．８では明るさが不足する。一方、Ｒ０．１ないしＲ０．８の範囲では照明にム
ラは生じないが、Ｒ０．０５では照明にムラが生じる。
【００４５】
　以上から、次のように考えることができる。光ファイババンドル３０の光ファイバ３２
の配列の輪郭の角部の半径が大きすぎると、ＬＥＤ光源５０の発光面５２の有効発光領域
Ａ１２から発せられた光の使用率が低下するために明るさに不足が生じる。反対に、光フ
ァイババンドル３０の光ファイバ３２の配列の輪郭の角部の半径が小さすぎると、ＬＥＤ
光源５０の発光面５２の角部領域Ａ３から発せられた光が光ファイババンドル３０に進入
するために照明にムラが生じる。
【００４６】
　したがって、光ファイババンドル３０の光ファイバ３２の配列の輪郭の角部の半径は、
使用するＬＥＤ光源５０の発光面５２の有効発光領域Ａ１２の大きさと形状に合わせて適
当な数値に設定されるとよいと考えられる。
【００４７】
　たとえば、角丸正方形の角部の半径は、その一辺の長さａに対して、また、角丸長方形
の角部の半径は、その短辺の長さａに対して、ａ／３０ないしａ／６の範囲に設定されて
いるとよい。
【００４８】
　これまで、図面を参照しながら本発明の実施形態を述べたが、本発明は、これらの実施
形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において様々な変形や変更が
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【符号の説明】
【００４９】
１０…照明装置、３０…光ファイババンドル、３２…光ファイバ、３４…保護チューブ、
３６…スリーブ、３８…スリーブ、４２…入射側端面、４４…射出側端面、５０…ＬＥＤ
光源、５２…発光面、Ａ１…中央領域、Ａ２…周囲領域、Ａ１２…有効発光領域、Ａ３…
角部領域、Ｌ２…境界線、Ｌ５２…境界線。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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